
利府町中小企業・小規模企業者振興基本計画【概要版】

人口減少による担い手不足やＩＣＴの進展などにより、本町の

中小企業等の事業活動を取り巻く環境は厳しさを増しております。

このような大きく変化する社会情勢に対応するため、 利府町中小

企業・小規模企業者振興基本計画を策定し、中小企業等の持続的

な発展のため、振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ものです。

計画の策定にあたって、令和2年（2020）3月に制定された利府
町中小企業・小規模企業者振興基本条例に基づき、基本理念や基
本的施策を設定しました。

基本計画の位置付けと目的１

１
経営資源の確保、経営基盤
の強化及び経営の安定

生産性向上や事業拡大等での経営
基盤の強化

融資制度の見直し及び活用

①事業承継の促進
②新事業の創出・起業支援の促進

販路開拓に向けた支援、受注機会
の確保

産学官金・異業種連携の促進

①人出不足への対応
②柔軟な働き方及び働きやすい環境整備

地域資源の活用の促進及び魅力の
発信

事業者や関連機関との連携の強化

重点課題

資源調達の円滑化を図るた
めの融資制度等

事業承継、新事業の創出及
び起業支援

国内外における販路の開拓
及び受注機会の確保

新技術及び新商品の開発等

人材育成及び雇用の安定

地域資源の活用及び地場産
業の促進

各主体との連携の促進

２

３

４

５

６

７

８

基本的施策

計画の体系２
条例に示した８つの基本的施策ごとに、町内中小企業・小規模企業者へのアンケート調査結果や統計

資料等により、課題を抽出し、各種施策を展開します。

計画の推進体制及び役割３
本計画の推進にあたっては、基本条例に基づき、各主体がそれぞれの役割を果たしつつ、各主体と連携を図りながら推進します。

相互に連携
町 民

🔸中小企業・小規模企業者の役割
を理解し、健全な発展に協力

町
🔸中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総
合的かつ計画的に推進

🔸積極的に施策を推進する取組に関する情報を発信

金融機関
🔸中小企業・小規模企業者の経営の改善及び向上に配慮
するとともに、町が実施する施策に協力

中小企業・小規模企業者
🔸自主的な経営の改善及び向上を図る
🔸地域社会との調和を図り、安心して暮らし
やすい地域社会の実現に貢献

🔸町が実施する施策に協力

中小企業・小規模企業者振興団体
🔸中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に取り
組み、町が実施する施策に協力

大企業者
🔸地域活性化に努め、町が実施する施策に協力
🔸中小企業・小規模企業者への重要な存在であることの
認識及び連携・協力

🔸町内物品の積極的な取り扱い及び町内で提供するサー
ビス等を積極的に利用

□ 基本的施策を基に課題・対策を抽出
□ ５年ごとに基本計画の見直し、変更
□ 意見交換
□ PDCAサイクルによる施策の効果を検証し、改善

P l a n D o

Ac t i o n
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計画の策定

２

計画の実行

４

改 善

３

評 価

〇中小企業・小規模企業者振興懇話会

〇ＩＴ等による生産性向上の促進
〇各種支援制度、補助金の活用 など

〇融資利率の引き下げ
〇事業計画等の作成、見直し など

〇異業種間交流の事業体制の構築
〇事業者間提携による新事業の創出など

〇販路開拓に向けた専門家の派遣
〇営業ツールの拡大 など

〇大学等との連携による新技術・新商品
開発の促進 など

〇ＵＩＪターン・移住支援の促進
〇働き方改革等による雇用の促進 など

〇ふるさと納税の拡充
〇自社商品の積極的なＰＲ など

〇関係機関との交流、ビジネスマッチン
グ事業体制の構築 など

具体的な取組

〇各種役割及び連携体制

町内事業者、商工会、金融機関、行政機関等で構成し、
各主体の意見を広く反映する
振興のための各主体の指針となる基本計画の作成

利府町中小企業・小規模企業者振興基本計画
令和3（2021）年度～令和7年（2025）年度

利府町総合計画
令和3（2021）年度～令和12（2030）年度

利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例
令和2年（2020）年3月制定


